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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
五
十
三
号

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実

施
す
る
た
め
、
労
働
基
準
法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
の
適

正
な
労
働
条
件
の
確
保
を
図
る
た
め
の
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

第
１
中
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」

そ
の
他
同
条
の
規
定

の
事
業
運
営
上
の
重
要
な
決
定
が
行
わ
れ
る

に
規
定
す
る

に
改
め
る
。

第
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
事
業
場

企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
事
業
場
に
関
し
法
第
３
８
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
場
の
使
用
者
及
び

当
該
事
業
場
の
労
働
者
並
び
に
労
使
委
員
会
の
委
員
が
留
意
す
べ
き
事
項
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

、
。

１
労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
平
成
１
５
年
法
律
第
１
０
４
号
に
よ
り
企
画
業
務
型
裁
量
労
働

（
）

、

制
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
場
は
事
業
運
営
上
の
重
要
な
決
定
が
行
わ
れ
る
事
業
場
に
限
定
さ
れ
な
い

、

こ
と
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
い
か
な
る
事
業
場
に
お
い
て
も
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
を
実
施
す
る
こ
と

、
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が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
対
象
業
務
が
存
在
す
る
事
業
場
以
下
対
象
事
業
場
と
い
う
に
お

、
（
「

」
。
）

い
て
の
み
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

２
こ
の
場
合
に
お
い
て
対
象
事
業
場
と
は
第
３
の
１
の
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
対
象
業
務
の
要
件
に
照
ら

(
)
1

、
、

し
て
具
体
的
に
は
次
に
掲
げ
る
事
業
場
で
あ
る

、
、

。

本
社
・
本
店
で
あ
る
事
業
場

(
)
1

に
掲
げ
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
で
あ
っ
て
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の

(
)
(
)

2
1

イ
当
該
事
業
場
の
属
す
る
企
業
等
に
係
る
事
業
の
運
営
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
決
定
が
行
わ
れ
る
事
業
場

で
あ
り
例
え
ば
次
に
掲
げ
る
事
業
場
で
あ
る
こ
と

、
、

。

当
該
事
業
場
の
属
す
る
企
業
等
が
取
り
扱
う
主
要
な
製
品
・
サ
ビ
ス
等
に
つ
い
て
の
事
業
計
画
の
決

(
)
ｲ

ー

定
等
を
行
っ
て
い
る
事
業
本
部
で
あ
る
事
業
場

当
該
事
業
場
の
属
す
る
企
業
等
が
事
業
活
動
の
対
象
と
し
て
い
る
主
要
な
地
域
に
お
け
る
生
産
販
売

(
)
ﾛ

、

等
に
つ
い
て
の
事
業
計
画
や
営
業
計
画
の
決
定
等
を
行
っ
て
い
る
地
域
本
社
や
地
域
を
統
轄
す
る
支
社
・

支
店
等
で
あ
る
事
業
場

本
社
・
本
店
で
あ
る
事
業
場
の
具
体
的
な
指
示
を
受
け
る
こ
と
な
く
独
自
に
当
該
事
業
場
の
属
す
る

(
)
ﾊ

、

企
業
等
が
取
り
扱
う
主
要
な
製
品
・
サ
ビ
ス
等
に
つ
い
て
の
事
業
計
画
の
決
定
等
を
行
っ
て
い
る
工
場

ー

等
で
あ
る
事
業
場
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な
お
個
別
の
製
造
等
の
作
業
や
当
該
作
業
に
係
る
工
程
管
理
の
み
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
対
象
事

、
、

業
場
で
は
な
い
こ
と
。

ロ
本
社
・
本
店
で
あ
る
事
業
場
の
具
体
的
な
指
示
を
受
け
る
こ
と
な
く
独
自
に
当
該
事
業
場
に
係
る
事
業

、

の
運
営
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
業
計
画
や
営
業
計
画
の
決
定
を
行
っ
て
い
る
支
社
・
支
店
等
で
あ
る
事

業
場
で
あ
り
例
え
ば
次
に
掲
げ
る
事
業
場
で
あ
る
こ
と

、
、

。

本
社
・
本
店
で
あ
る
事
業
場
の
具
体
的
な
指
示
を
受
け
る
こ
と
な
く
独
自
に
当
該
事
業
場
を
含
む
複

(
)
ｲ

、

数
の
支
社
・
支
店
等
で
あ
る
事
業
場
に
係
る
事
業
活
動
の
対
象
と
な
る
地
域
に
お
け
る
生
産
販
売
等
に

、

つ
い
て
の
事
業
計
画
や
営
業
計
画
の
決
定
等
を
行
っ
て
い
る
支
社
・
支
店
等
で
あ
る
事
業
場

本
社
・
本
店
で
あ
る
事
業
場
の
具
体
的
な
指
示
を
受
け
る
こ
と
な
く
独
自
に
当
該
事
業
場
の
み
に
係

(
)
ﾛ

、

る
事
業
活
動
の
対
象
と
な
る
地
域
に
お
け
る
生
産
販
売
等
に
つ
い
て
の
事
業
計
画
や
営
業
計
画
の
決
定

、

等
を
行
っ
て
い
る
支
社
・
支
店
等
で
あ
る
事
業
場

な
お
本
社
・
本
店
又
は
支
社
・
支
店
等
で
あ
る
事
業
場
の
具
体
的
な
指
示
を
受
け
て
個
別
の
営
業
活

、
、

動
の
み
を
行
っ
て
い
る
事
業
場
は
対
象
事
業
場
で
は
な
い
こ
と

、
。

第
３
の
１
の

の
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（１）

イ
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
業
務
で
あ
る
こ
と

法
第
３
８
条
の
４
第
１
項
第
１
号
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
と
は
対
象
事
業
場
の
属
す
る
企

「
」
、
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業
等
に
係
る
事
業
の
運
営
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
又
は
当
該
事
業
場
に
係
る
事
業
の
運
営
に
影
響
を
及
ぼ
す

独
自
の
事
業
計
画
や
営
業
計
画
を
い
い
対
象
事
業
場
に
お
け
る
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
項
が
直
ち
に
こ

、

れ
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
く
例
え
ば
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と

、
、

。

本
社
・
本
店
で
あ
る
事
業
場
に
お
い
て
そ
の
属
す
る
企
業
等
全
体
に
係
る
管
理
・
運
営
と
あ
わ
せ
て
対

(
)
ｲ

顧
客
営
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
当
該
本
社
・
本
店
で
あ
る
事
業
場
の
管
理
・
運
営
を
担
当
す
る
部
署
に

、

お
い
て
策
定
さ
れ
る
当
該
事
業
場
の
属
す
る
企
業
全
体
の
営
業
方
針
に
つ
い
て
は
事
業
の
運
営
に
関
す

「

る
事
項
に
該
当
す
る

」
。

な
お
当
該
本
社
・
本
店
で
あ
る
事
業
場
の
対
顧
客
営
業
を
担
当
す
る
部
署
に
所
属
す
る
個
々
の
営
業

、

担
当
者
が
担
当
す
る
営
業
に
つ
い
て
は
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
該
当
し
な
い

「
」

。

事
業
本
部
で
あ
る
事
業
場
に
お
け
る
当
該
事
業
場
の
属
す
る
企
業
等
が
取
り
扱
う
主
要
な
製
品
・
サ

(
)
ﾛ

ー

ビ
ス
等
に
つ
い
て
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
該
当
す
る

「
」

。

地
域
本
社
や
地
域
を
統
轄
す
る
支
社
・
支
店
等
で
あ
る
事
業
場
に
お
け
る
当
該
事
業
場
の
属
す
る
企

(
)
ﾊ

、

業
等
が
事
業
活
動
の
対
象
と
し
て
い
る
主
要
な
地
域
に
お
け
る
生
産
販
売
等
に
つ
い
て
の
事
業
計
画
や

、

営
業
計
画
に
つ
い
て
は
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
該
当
す
る

「
」

。

工
場
等
で
あ
る
事
業
場
に
お
い
て
本
社
・
本
店
で
あ
る
事
業
場
の
具
体
的
な
指
示
を
受
け
る
こ
と
な

(
)
ﾆ

、

く
独
自
に
策
定
す
る
当
該
事
業
場
の
属
す
る
企
業
等
が
取
り
扱
う
主
要
な
製
品
・
サ
ビ
ス
等
に
つ
い

、
ー
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て
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
該
当
す
る

「
」

。

な
お
個
別
の
製
造
等
の
作
業
や
当
該
作
業
に
係
る
工
程
管
理
は
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に

、
「

」

該
当
し
な
い
。

支
社
・
支
店
等
で
あ
る
事
業
場
に
お
い
て
本
社
・
本
店
で
あ
る
事
業
場
の
具
体
的
な
指
示
を
受
け
る

(
)
ﾎ

、

こ
と
な
く
独
自
に
策
定
す
る
当
該
事
業
場
を
含
む
複
数
の
支
社
・
支
店
等
で
あ
る
事
業
場
に
係
る
事
業

、

活
動
の
対
象
と
な
る
地
域
に
お
け
る
生
産
販
売
等
に
つ
い
て
の
事
業
計
画
や
営
業
計
画
に
つ
い
て
は

、
「

事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
該
当
す
る

」
。

支
社
・
支
店
等
で
あ
る
事
業
場
に
お
い
て
本
社
・
本
店
で
あ
る
事
業
場
の
具
体
的
な
指
示
を
受
け
る

(
)
ﾍ

、

こ
と
な
く
独
自
に
策
定
す
る
当
該
事
業
場
の
み
に
係
る
事
業
活
動
の
対
象
と
な
る
地
域
に
お
け
る
生
産

、

販
売
等
に
つ
い
て
の
事
業
計
画
や
営
業
計
画
に
つ
い
て
は
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
該
当
す

、
「

」

る
。

な
お
本
社
・
本
店
又
は
支
社
・
支
店
等
で
あ
る
事
業
場
の
具
体
的
な
指
示
を
受
け
て
行
う
個
別
の
営
業

、

活
動
は
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
該
当
し
な
い

「
」

。

第
３
の
４
の

の
ハ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（２）

働
き
過
ぎ
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
の
観
点
か
ら
必
要
に
応
じ
て
産
業
医
等
に
よ
る
助
言
・
指
導
を

(
)
ﾍ

、
、

受
け
又
は
対
象
労
働
者
に
産
業
医
等
に
よ
る
保
健
指
導
を
受
け
さ
せ
る
こ
と

、
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第
３
の
４
の

中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（２）

ニ
使
用
者
は
把
握
し
た
対
象
労
働
者
の
勤
務
状
況
及
び
そ
の
健
康
状
態
に
応
じ
て
対
象
労
働
者
へ
の
企

、
、

画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
を
決
議
に
含
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

命
令

厚
生
労
働
省
令

当
分
の
間
１
年
以
内
の
期
間
を
定
め

第
３
の
７
の

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
イ
中
「
（

（１）

、

る
も
の
に
限
る

労
働
基
準
法
施
行
規
則
昭
和
年
厚
生
省
令
第
号
以
下
則
と

）
」
及
び
「
（

（

2
2

2
3

「

」

。
。

）

6
6

2
4

）
」
を
削
る
。

い
う
第
条
の
２
で
読
み
替
え
て
適
用
す
る
則
第
条
の
２
の
３
第
３
項
第
１
号

。

第
４
の
１
中
「

」
を
削
る
。

及
び
信
任

第
４
の
３
の

中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

の
全
員
の
合
意

の
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決

全
員
の
合
意

（２）

」
に
改
め
る
。

の
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決

法
第
３
８
条
の
４
第
４
項
に
基
づ
く
使
用
者
の
行
政
官
庁
に
対
す
る
報
告
の
内
容

労
使

第
４
の
４
の

中
「

」
を
「

（２）

」
に
改
め
る
。

委
員
会
の
開
催
状
況

第
４
の
５
の

中
「

」
を
削
る
。

事
業
運
営
上
の
重
要
な
決
定
が
行
わ
れ
る
事
業
場
に
お
い
て

（１）

、

第
４
の
５
の

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

全
員
の
合
意

の
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決

（２）


